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2010年12月に公表した文書2010年12月に公表した文書

• 公開草案 （Phase 1）: 「役割 権限及び範囲 目• 公開草案 （Phase 1）: 「役割、権限及び範囲、目
的及び利用者、質的特徴、報告主体」

• コンサルテーション・ペーパー（Phase 2）: 「財務• コンサルテ ション ペ パ （Phase 2）: 「財務
諸表の要素及び認識」

• コンサルテーション・ペーパー （Phase 3）: 「財務コンサルテ ション ペ パ （Phase 3）: 「財務
諸表における資産及び負債の測定」

• コメントは、2011年6月15日までにお願いしたい。コメントは、2011年6月15日までにお願いしたい。
• 文書中の提案いずれでも、または「コメントを求め
る特別な事項」に対してでもよい
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年 月 は追加的 参考資料を 表2010年12月には追加的に参考資料を公表

• コンサルテーション・ペーパーに関する‘At a 
Gl ’要約Glance’ 要約

スタ フドラフト 「公的部門の主要な特徴• スタッフドラフト:「公的部門の主要な特徴」
• 概念フレームワークの策定及び会計基準の設定
に潜在的に影響を与える公的部門の環境面を要に潜在的に影響を与える公的部門の環境面を要
約し、概観

• 今後、 IPSASB 3月会議等において更に検討予定
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概念 ム ク 役割及び権威概念フレームワークの役割及び権威

• GBEs以外の公的部門が作成する一般目的財務報
告を支える概念フレームワークを策定する

• IPSASB は、IPSASs設定 及び権限を持たない指針
策定に当た て概念フレ ムワ クを適用する策定に当たって概念フレームワークを適用する

• 新たな権限ある要求事項を定めるものではなく、現
行のIPSASsの要求事項に優先されるものでもない行のIPSASsの要求事項に優先されるものでもない

• しかし、IPSASsにて扱われていない問題について指
針を提供することができる針を提供することができる

• 現行 IPSASの規定と今後発行される概念フレーム
ワークの間での矛盾は、計画的に解消、調和化

• 即座に改訂はできない
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背景背景(1)
• 2006年に各国基準設定者National Standard Setters 

(NSS)との共同作業として検討開始

• 2009年後半から優先的に検討

• NSSのサブコミッテイから、基準設定者アドバイザリ
ーパネルに組織変更ネルに組織変更

• 2013年に概念フレームワークの完成• 2013年に概念フレ ムワ クの完成

• 基準設定に長期間影響を与える可能性• 基準設定に長期間影響を与える可能性
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背景 (2)背景 (2)
• 現行のIPSASsのほとんどは、公的部門に関連現行のIPSASsのほとんどは、公的部門に関連
するIFRSの規定がある限り、IFRSをベースにし
ている。

プロセス管理の指針 (‘R l f th R d’「IASB文• プロセス管理の指針 (‘Rules of the Road’「IASB文
書のレビューと修正」)

• IASBは、FASBと共同で概念フレームワークのは、 と共同で概念 ワ クの
改訂作業中である。

• IASBのフレームワーク開発状況を見守ってはい
るが IPSASBの概念フレ ムワ クは IASBるが、 IPSASBの概念フレームワークは、IASB
概念フレームワークの解釈を行う「コンバージェ
ンス」プロジェクトではない」

• 主要な統計報告の概念を考慮
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概念 ム ク ズごと 開発概念フレームワーク:フェーズごとの開発

• Phase １ : 「利用者、目的、範囲、質的特徴、報告主
体」

• Phase 2: 「要素及び認識」（特に財務諸表）

• Phase 3: 「測定」 （特に財務諸表）

• Phase 4: 「表示（および開示）」
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「利 者 的 範囲 質的特徴 報告範囲Phase 1: 「利用者、目的、範囲、質的特徴、報告範囲」

• フェーズ１のコンサルテーションペーパは
2008年9月に公表2008年9月に公表

• 57通のコメント

• コメントの分析と検討: 2009/5月-2010/4月
• 公開草案 (「結論の根拠」を含む) を2010/11• 公開草案 (「結論の根拠」を含む) を2010/11
月に承認

• コメント募集期間を6ヶ月として、2010/12月に
公表公表
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Phase 1: 主要な提案 (1)Phase 1: 主要な提案 (1)

• 目的

• 説明責任と意思決定に有用な情報を提供すること• 説明責任と意思決定に有用な情報を提供すること

• 主要な利用者

• サービス受領者及び資源提供者 それらの代表者• サ ビス受領者及び資源提供者、それらの代表者
(市民を含む。ただし市民に限らない)

• 立法府・議会や議員も、サービス受領者及び資源提供者法府 議会 議員 、 受領者及 資源提供者
の代表者としての資格であれば主要な利用者である

• 範囲

者 ズ 応 発展する• 利用者のニーズに応じて発展する

• 財務報告の中心は財務諸表であるが、さらに一層「包括
的」といえる 例えば:的」といえる。例えば:

–将来財務情報

–サービス提供業績サ ビス提供業績

–予算準拠報告 9



主 な提案Phase 1: 主要な提案 (2)

質的特徴• 質的特徴
• 目的適合性,忠実な表現, 理解可能性, 適時性, 比較可能性,検証
可能性

• 制約
• 重要性, コスト対便益,質的特徴間のバランス

ポイ• ポイント
• ‘信頼性’から‘忠実な表現’ へ
• ‘重要性’は 目的適合性の構成要素から 一般財務報告におけ重要性  は、目的適合性の構成要素から、 般財務報告におけ
る情報の制約へ分類

• 基本的質的特徴と補強的質的特徴に区分せず
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主要な提案Phase 1: 主要な提案 (3)

• 報告主体

• IPSASBは「報告主体」とは何かを提案してい
ない

• 情報を得る上で、GPFRsに依存する利用者が
存在することの重要性

• 法的に独立した組織だけではない

• グループ報告主体は、他の主体の活動結果
によって得られる便益又は財務上の負担・損
失を被るリスクがあるため、他の主体に対して
指示する権限及び能力に基づき定義される指示する権限及び能力に基づき定義される
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Phase 2 「要素及び認識」: コンサルテーションペーパPhase 2 「要素及び認識」: コンサルテ ションペ パ
の目的

• 目的:
• 要素の定義付け要素の定義付け

• 要素の主要な特徴

• 認識規準• 認識規準

• 財務業績に対するアプローチとして、資産負
債アプローチと収益費用アプローチの検証

• 論点に関する予備的見解を提供していない• 論点に関する予備的見解を提供していない
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資産 主要な特徴資産:主要な特徴

資産 全 義資産の完全な定義に必要な特徴:
•資産の本質資産の本質

•報告主体の資産であるか否かの決定方法

•報告日現在の資産であるか否かの決定方法
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資産 本質資産の本質

• 資産は便益を提供するものか又は主体の資源そのも
のか

• 便益は希少又は制限が必要か?
• 現金を生成せず、サービス提供能力を通じ経済的便
益を得られる資産が存在するか?

• 無条件の権利を通じて経済的便益を得られる資産が
存在するか?
– 次の事項の取扱について:

無条 防御 保険• 無条件のリスク防御 (保険)
• 未履行契約による権利
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報告主体 資産報告主体の資産

報告主体 資産 あるかを決定するため 最報告主体の資産であるかを決定するための最
適な基準は何か。:
•支配

•リスク及び経済価値リスク及び経済価値

•権利へのアクセス

権利 他者 クセ 制限又は拒否能力•権利への他者のアクセス制限又は拒否能力

•便益に対する強制執行力便 対す 強制執行

•その他の基準か
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報告 現在 資産報告日現在の資産

資産が過去 取引や事象から生じる とを明• 資産が過去の取引や事象から生じることを明
確にする必要があるか?

• 時の経過によって便益又は資源が生み出され
る場合（例えば政治公約や法律の成立等）最適
な認識時点は かな認識時点はいつか?

• 税金（課税権）は、永久的な資産か又は資産の
存在前に納税者が法律によって要求される条
件を満たす必要があるか?
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負債 主要な特徴負債: 主要な特徴

負債の完全な定義に必要な特徴:負債の完全な定義に必要な特徴:

負債の本質• 負債の本質

• 報告主体の負債であるか

• 報告日現在の負債であるか
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負債 本質負債の本質

将来の経済的犠牲の決済が要求されていなくても• 将来の経済的犠牲の決済が要求されていなくても、
負債の本質は義務か?

• 無条件義務は負債か（損失保証を行う待機状態の• 無条件義務は負債か（損失保証を行う待機状態の
無条件義務を含む）?

• 特定の方法で履行される義務は負債か?
• 将来において、資源へのアクセス提供又は資源を節

約する義務は負債か?
決済日は不可欠又は有用な特徴か• 決済日は不可欠又は有用な特徴か?
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報告主体 負債報告主体の負債

報告主体の負債であるかを決定するために最適な規準は• 報告主体の負債であるかを決定するために最適な規準は
何か:
– 他者に対する義務又は責任か?
– 義務を回避する現実的な選択肢がないことか？

(a) 強制執行力;
(b) 強制執行力に加え 交換取引についての推定的又は衡(b) 強制執行力に加え、交換取引についての推定的又は衡

平法上の義務;
(c) 強制執行力に加え、交換及び非交換取引についての現

実的に避けることができないその他すべての義務実的に避けることができないその他すべての義務

• 国家権力が義務の履行を拒絶する絶対的又は条件付き国家権力が義務の履行を拒絶する絶対的又は条件付き
の能力を政府に与えるか?
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報告 現在 負債報告日現在の負債

• 報告日現在における（負債の）存在は、定義の
部 あ 規 す一部であるか独立した認識規準として識別すべ

きか?
• 義務は過去の取引又は事象から生ずる必要が
あるか?あるか?

• 時の経過によって義務が生じる場合（例えば政
治公約や法律の成立等）最適な認識時点はい治公約や法律の成立等）最適な認識時点はい
つか?
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財務業績 プ チ財務業績のアプローチ

財務業績のアプロ チは 構成要素の異なる定• 財務業績のアプローチは、構成要素の異なる定
義をもたらす

• コンサルテ ションペ パでは• コンサルテーションペーパでは、
– 資産負債アプローチ

財務業績を報告期間中における経済的資源と債• 財務業績を報告期間中における経済的資源と債
務のすべての変動の正味とする

– 収益費用アプローチ収益費用アプロ チ
• 財務業績を当期の活動による収益インフローと費
用アウトフローの結果とする

• これらのアプローチは調整可能か?
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公的部門の財務諸表における「収益」及び「費公的部門の財務諸表における「収益」及び「費
用」とは何か?

• 資産と負債の変動に基づくものであるか?

• 報告期間中の財貨及びサ ビスの提供との• 報告期間中の財貨及びサービスの提供との
関連に基づくものか?

• その他の収益・費用の問題• その他の収益 費用の問題
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資産と負債の変動に基づくものと主張する者の資産と負債の変動に基づくものと主張する者の
見解

• 資産及び負債は、直接的に観察及び検証（測定）が可能
な資源と義務を表示するな資源と義務を表示する

• 財務報告日の間の正味資源変動を表すすべての項目が
財務業績の測定に含まれる

説明責任を評価するため 目的適合的かつ信頼ある方法• 説明責任を評価するため、目的適合的かつ信頼ある方法

• 財務業績に影響を与える取引及び事象の何が、特定の期
間の財務業績の測定に含まれるか又は除外されるかとい間の財務業績の測定に含まれるか又は除外されるかとい
う、判断は要求されない

• 期間成績の人為的な補正は避けられる
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報告期間中の財貨及びサービス提供と関連づ報告期間中の財貨及びサ ビス提供と関連づ
けるべきであると主張する者の見解

当期 活動 焦点を置く とは 財務業績報• 当期の活動に焦点を置くことは、財務業績報
告書の目的適合性を高める

• サービスコストをサービスが提供された期間
に帰属させることができる帰属さ る きる

• 税及びその他収益は、コストを賄うことを意図
した期間（ period in which intended to financeした期間（ period in which intended to finance 
associated costs ）に帰属する

収益の調達とその収益の使用に対して説明• 収益の調達とその収益の使用に対して説明
する必要があり、説明責任を向上させる
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そ 他 収益費用 問題その他の収益費用の問題

益 義• 残余持分/持分利益に関する取引は定義から
除外すべきか?

収益及び費用は特定 活動 例えば「通常• 収益及び費用は特定の活動、例えば「通常
業務」の結果に限定すべきか?
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その他の要素その他の要素

資産 負債 益 費 基 構成• 資産、負債、収益、費用は基本的な構成要素

• その他の考えられる要素としては:その他の考えられる要素としては:
• 繰延アウトフロー、繰延インフロー

純資産/純負債• 純資産/純負債

• 残余/持分利益に関する取引

26



繰延 ウ 繰延イ繰延アウトフロー、繰延インフロー

収益と費用が 報告期間 「適用される と• 収益と費用が、報告期間に「適用される」こと
を示す特徴を有するものと定義された場合、
次 プ が考えられる次のアプローチが考えられる:

• 繰延アウトフロー及び繰延インフローを独立し
た要素として定義する; 

• 繰延項目を含めるように、資産及び負債の定
義を拡大する;

• 繰延アウトフロー及び繰延インフローを、純資
産・純負債の小区分として定義する
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純資産 純負債純資産/純負債

純資産/純負債は単に残余価値か?• 純資産/純負債は単に残余価値か?

• 純資産/純負債に持分は存在するのか?
• 存在するとすれば:存在する すれ

•所有者持分か?
•資源提供者又はサービス受領者の金融•資源提供者又はサ ビス受領者の金融
持分か?
• 将来の活動の資金調達及び資金供給力を表す将来の活動の資金調達及び資金供給力を表す
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残余 持分利益 関する残余/持分利益に関する取引

ず• 外部者の拠出又は分配は、収益費用とせずに、直
接的に純資産/純負債とすることができるか?

• 拠出又は分配は純資産の金融的持分を確立又は
減少させる必要があるか?

• 拠出は分配の権利譲渡をさせる必要があるか?
• 持分は売却 交換 移転 償還することが可能とす• 持分は売却、交換、移転、償還することが可能とす
る必要があるか?
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認識規準認識規準

• 認識の条件として次の双方を満たさなければならない:
• 要素の定義

• 認識基準

• 文言及び貨幣金額による表現

• 主体は不確実な環境で活動するため、取引又は事象が次
の事項を決定することが困難なことがあるの事項を決定することが困難なことがある:

• 要素の定義を満たすこと

• 信頼ある測定をすること• 信頼ある測定をすること

• また不確実性は2種類ある:
• 存在の不確実性• 存在の不確実性

• 測定の不確実性
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存在 不確実性存在の不確実性

定義を満たすかどうか決定する とが困難な• 定義を満たすかどうか決定することが困難な
ことがある。

• どのアプローチが最適か:
• 標準化された限界線規準標準化された限界線規準

• 要素の存在について中立的な判断を行うため
のすべての入手可能な証拠を利用するのす ての入手可能な証拠を利用する

–要素が存在する際には、測定の考慮に入れる

• 状況次第:測定基礎により限界線規準又は中状況次第:測定基礎により限界線規準又は中
立的判断による
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測定 不確実性測定の不確実性

• 見積りは、発生主義会計に必要不可欠な側
面である。

忠実な表現及び信頼性 質的特徴を満たさ• 忠実な表現及び信頼性の質的特徴を満たさ
なければならない

測定基礎の選定はPh 3で検討• 測定基礎の選定はPhase 3で検討
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( )認識の中止(a)認識の中止
(b) 要素定義における認識基準

• 認識の中止は 当初認識と同じ基準か?• 認識の中止は、当初認識と同じ基準か?

• 認識基準は 要素定義に含めるか?• 認識基準は、要素定義に含めるか?

33



「測定 シ ペ パ 的Phase 3:「測定」:コンサルテーションペーパーの目的

• 測定の基礎を選定するにあたり考慮すべき
要因を識別する

• 測定の基礎及びアプローチを検証測定の基礎及びアプロ チを検証
» 複合測定モデル

» 取得原価» 取得原価

» 市場価値

» 再調達価額

» 剥奪価値アプローチ
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測定基礎 般的特徴測定基礎の一般的特徴
• 取得原価又は現在の価値

• 取得原価: 過去の日付の属性を反映

• 現在の価値: 報告日現在の経済的及び財務的環境を反映

入口又は出口• 入口又は出口
• 入口: 資産取得（又は負債引受）に対する支払（又は受取）対価を
反映する

• 出口: 売却によって資産から又は主体の目的を遂行するサービ
ス提供能力から得られる金額

• 市場価値又は固有価値市場価値又は固有価値
• 市場価値: 異なる主体間で同じ金額の資産として報告されるため
、比較可能性を促進することが可能

固有価値 資産の使用可能性を決定する経済的制約及び機会を• 固有価値: 資産の使用可能性を決定する経済的制約及び機会を
反映し、場合により市場価値測定よりも目的適合性があると考え
られる
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特徴と特定基礎 関連特徴と特定基礎の関連

取得原価• 取得原価
• 取得原価
• 入口• 入口
• 固有価値

• 市場価値市場価値
• 現在価値
• 入口/出口どちらも
• 市場価値

• 再調達原価
現在価値• 現在価値

• 入口
• 固有価値固有価値
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得原価 利点 び欠点取得原価の利点及び欠点

利点• 利点:
• 高度の検証可能性
• 理解可能性 適時性 低コストでの情報獲得• 理解可能性、適時性、低コストでの情報獲得
• 実際の取引を反映するため、高度の目的適合性
• 忠実な表現

• 欠点:
• 寄贈資産,補助金条件付資産, 長期保有資産,単一取
引で取得された資産の 群の処理が困難引で取得された資産の一群の処理が困難

• 将来資源のニーズの評価に関する目的適合性や比
較可能性に疑問較可能性 疑問
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市場価値 利点 び欠点市場価値の利点及び欠点

理想的な市場がある場合 資産が特殊な場合理想的な市場がある場合

– 資産の市場価値は主体にとって
有用性の観点から目的適合な
測定

資産が特殊な場合

– 深く流動性のある市場がない
ため、市場価値の見積もりは
比較可能性 検証可能性測定

– 市場価値は資産価値の忠実な
表現を提供

市場価値は容易に理解可能

、比較可能性、検証可能性、
理解可能性を減ずる

– 市場価値は、その主体が資
産から得られる経済的便益/– 市場価値は容易に理解可能

– 市場価値に基づく情報は通常迅
速かつ単純計算により作成可能
なため適時

産 ら得られる経済的便益
サービス提供能力を表さず、
目的適合性に疑問である

– 見積もり可能であっても過度
に仮想的な場合がある

なため適時

– 金額が比較可能
に仮想的な場合がある
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調達原価 利点 び欠点再調達原価の利点及び欠点

達• 再調達原価

• 間違いなく説明責任及び意思決定において目間違いなく説明責任及び意思決定において目
的適合性がある

» 報告日現在における経済的状態を反映

» サービス提供コストを現在のコスト条件で報告可能

• 複雑な計算、高コストになり得るため問題:
» 適時性

» 比較可能性

» 検証可能性
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剥奪価値 デ は有 か剥奪価値モデルは有用か?

• 剥奪価値モデル
• 目的適合性ある測定基礎を決定するアプローチ

資産 損失 補償するだけ 金額• 資産の損失について補償するだけの金額
• 回収可能価額が低い場合を除いて再調達原価

• 回収可能価額は使用価値と正味売却価額の高い方回収可能価額は使用価値と正味売却価額の高い方

• 剥奪価値モデルは高度に目的適合的な基礎である。しかし
、その他の質的特徴を十分に反映しているか?

• 非資金生成資産の場合には、使用価値の決定が困難

• 負債については同様の方法により救済価値が適用される
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資産に対する剥奪価値モデル資産に対する剥奪価値モデル

剥奪価値
= 低い方低 方

回収可能価額
再調達原価

回収可能価額
= 高い方

使用価値 正味売却可能使用価値
価額
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そ 他その他

• 固有の信用リスク• 固有の信用リスク

• 次の負債の測定時において反映するか:
当初認識時» 当初認識時

» 再測定時

代替的用途• 代替的用途

• 資産に用途制限がない場合の測定において
以下を反映すべきか

» 現在の用途に関連したサービス提供能力のみ

途 売 能性 増 値 含» 他の用途への売却可能性に関した増加価値を含める
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質疑質疑

• （参考）IPSASBウェブサイト

• http://www.ifac.org/PublicSector/
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